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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 49(オ)861 原審裁判所名 大阪高等裁判所 

事件名 相続回復、所有権更正登記手続請求 原審事件番号 昭和 48(ネ)567 

裁判年月日 昭和 50 年 4 月 8 日 原審裁判年月日 昭和 49年 5月 31日 

法廷名 最高裁判所第三小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 29 巻 4 号 401 頁   

 

判示事項 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否 

裁判要旨 養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて

養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。 

 

全 文 

   主    文 

本件上告を棄却する。 

上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人大江篤彌の上告理由第一点ないし第三点及び上告理由末段について。 

原審の適法に確定したところによれば、被上告人とその夫Ｄは、大正一一年一月ころ訴外

Ｅ・Ｆ夫婦間の子として出生した上告人を同年三月一三日引き取つて実子同様に養育し、Ｄか

ら戸籍上の届出手続の依頼を受けた訴外某が同年九月二二日上告人をＤ・被上告人間の嫡出

子として出生届をして、それが受理されたというのである。 

所論は、右の場合には嫡出子出生届は養子縁組届として有効と解すべきであるというが、右

届出当時施行の民法八四七条、七七五条によれば、養子縁組届は法定の届出によつて効力を生

ずるものであり、嫡出子出生届をもつて養子縁組届とみなすことは許されないと解すべきで

ある（最高裁昭和二五年一二月二八日第二小法廷判決・民集四巻一三号七〇一頁参照）。 

また、所論は、原判決には旧民法を適用すべき本件出生届に現行民法を適用した違法がある

というが、原判決中現行民法七九八条の規定を指摘する部分は、一般論として現行法の解釈に

論及したにすぎないと解すべきである。 

その余の所論の指摘する原審の判断もすべて正当であつて、その過程に所論の違法はなく、

所論指摘の当裁判所の判例は本件に適切でない。 

論旨は採用することができない。 

同第四点について。 

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決（その引用する第一審判決を含む。）挙示の証

拠関係に照らし、正当として是認するに足り、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用す

ることができない。 

同第五点について。 

所論は、Ｄと上告人との間に親子関係が存在しない旨の戸籍訂正が行われておらず、また、

その旨の確定判決も存在しない以上、本件において右両者間の親子関係が存在しないことを

認定判断することは許されない旨を主張する。 

しかし、他人の子を嫡出子としてした出生届に基づく戸籍の記載に親子関係の存在を確認
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した判決と同様の効力があると解すべき根拠はなく、また、親子関係の存否を確認する確定判

決が存在しない場合においても、本件のような財産権の帰属をめぐる訴訟において前提問題

として親子関係の存否につき認定判断をすることができると解すべきである（最高裁昭和三

九年三月六日第二小法廷判決・民集一八巻三号四四六頁、同昭和三九年三月一七日第三小法廷

判決・民集一八巻三号四七三頁参照）。所論指摘の当裁判所昭和四五年七月一五日大法廷判決・

民集二四巻七号八六一頁は、所諭引用の各判例を変更したものと解すべきではない。 

論旨は、採用することができない。 

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

判決する。 

（裁判長裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄 

裁判官 高辻正己） 

 

 

※参考：判例タイムズ 321 号 62 頁、判例時報 773 号 17 頁 

 

 

 


